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日本放送協会 理事会議事録 
               （２０１９年１０月１５日開催分）

  
２０１９年１１月 １日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 ２０１９年１０月１５日（火） 午前９時００分～９時２５分 
 
＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、板野専務理事、 
児野専務理事・技師長、荒木専務理事、松原理事、黄木理事、 
松坂理事、正籬理事、坂本特別主幹 
高橋監査委員 

 
＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 
 
＜議        事＞ 
 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 
 
付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）インターネット活用業務実施基準の認可申請について 

（２）特定失踪者問題調査会による八俣送信所の送信設備等の使用の期

間延長について 

 

２ 報告事項 

（１）考査報告 
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議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）インターネット活用業務実施基準の認可申請について 

（経営企画局） 

改正放送法によって可能となる国内テレビ放送番組の常時同時配信の

実施に向けて、インターネット活用業務の実施基準（以下、「実施基準」）

の変更について検討を続けてきました。２０１９年９月１０日の理事会

と同日の第１３３６回経営委員会で素案を説明した後、９月１１日から

１０月４日までの２４日間、広く一般の意見を募集しました。いただい

たご意見により、改めて検討を深め、総務大臣に認可申請する実施基準

の案を取りまとめましたので、審議をお願いします。 
 まず、意見募集へのご意見とＮＨＫの考え方について説明します。放

送事業者等から４０件、個人等から７２件、合わせて１１２件のご意見

が寄せられました。「放送事業者等」とは、在京民放、地方民放、民放連、

日本新聞協会のメディア開発委員会です。 
 インターネット活用業務の「実施状況の公表、評価および改善」に関

する民放連からのご意見として、サービスの利用状況に関する情報やシ

ステムなどに関する知見を民放事業者等に提供することを要望するもの

があり、同様のご意見が放送事業者等から１５件寄せられました。これ

についてＮＨＫとしては、改正放送法に民放のインターネット配信業務

への協力という努力義務が盛り込まれたことを踏まえて、知見の共有に

ついて、今後も適切に対応していく考えを示します。 

 民放連と民放各社からのご意見として、インターネット活用業務の毎

年度の実施計画の検証について、視聴者や民放事業者の意見を直接反映

する制度がないとし、第三者性を有する事後チェックの仕組みを要望す

るものがありました。これについて、実施計画の策定や実施状況の評価、

競合事業者からの意見・苦情等への対応にあたって、外部有識者からな

るインターネット活用業務審査・評価委員会（以下、「審査・評価委員会」）

に適切性を確保する観点から見解を求め、これを尊重する仕組みを設け

ていることを説明したうえで、ご意見を踏まえて、実施基準の素案の第

３９条を修正することとしました。 

具体的には、競合事業者からの意見・苦情の受付方法と、意見・苦情
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への対応について審査・評価委員会が検討する際の考え方を公表するこ

とを明記するとともに、第４０条３項では、一般の利用者からの意見・

苦情について、実施計画の策定や実施状況の評価、そして評価を踏まえ

た業務改善、つまりインターネット活用業務の「ＰＤＣＡ」にあたって

適切に考慮すること、また、審査・評価委員会に見解を求める際にご意

見・苦情の概要を報告することを加えました。 

 そのほか、放送法改正によって新たに設けられた努力義務に関連して、

「民放のネット配信業務への協力」と「地方向け放送番組の配信」への

取り組みについて、民放各社からご意見がありました。これらについて

は、民放との知見の共有や地方向け番組配信のための設備整備などに関

して、ＮＨＫの考え方を丁寧に示しています。地方向け番組配信につい

ては、早期に実施するため、まず拠点放送局から設備整備を進め、その

他の地域では、設備整備をどう進められるか、技術革新をどう取り入れ

て効率的に実施していくかなどを検討し、段階的に拡充する考えを示し、

実施計画の中で整備計画を明らかにするなどとしています。 

 「料金その他の提供条件」を規定した第１５条に関しては、利用申し

込み促進のために行うとしている臨時かつ一時的に常時同時配信のメッ

セージを非表示にする措置について、運用次第で市場競争を阻害しかね

ないというご意見が多く寄せられました。こうしたご意見を踏まえて、

素案では１回あたり２４時間、１か月に１回を限度としていたところを

見直し、年に２回を限度と改めました。 

 第１７条の「費用の上限」については、民放連と民放各社から多くの

ご意見がありました。常時同時配信等業務と既存業務からなる「基本的

業務」に２.５％の上限を設定し、「公益性の観点から積極的な実施が求

められる４つの業務」のそれぞれに上限を設けて管理をする枠組みにつ

いては、抑制的な管理を行うＮＨＫの姿勢を示したものと受け止めつつ、

なお民業圧迫の懸念があるとして、費用総額の圧縮と事業の効率的運用

を求めるものです。こうしたご意見を踏まえて、費用の抑制的な管理に

ついて定めた第１７条２項に、「実施しようとする業務が真に必要で有

効なものか、受信料財源により賄うことが妥当かなどの観点から検討し」

という記述を追加しました。 

 「区分経理等」について、業務の「見える化」は極めて妥当であるが、

適正性を常に検証し、丁寧な説明を尽くすよう求める、という民放連や
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多くの民放からのご意見に対しては、総務省令や実施基準で定めたルー

ルに基づいて、「費用明細表」の公表や第三者による監査・検証などで、

経理の透明性を確保していく考えを示しています。 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピックについての取り組みに関

して、民放連と民放各社からは、理解増進情報の提供等を無制限に行え

ば、民放の事業価値が著しく毀損され、市場競争が阻害されるという意

見が寄せられました。これについて、素案では「契約により確保した権

利を最大限に活用して実施する」としていた部分を、「最大限に」を削り、

「他の放送事業者との連携・協調関係に配慮しつつ実施する」と改めま

した。 

 さらに、「公益性の観点から積極的な実施が求められる４つの項目」の

費用上限について、算出根拠が不明とするご意見に対しては、実施計画

において「対象業務の内容および実施予定額」を明示すると実施基準（案） 

の文言を修正し、明記しました。 

 以上、いただいたご意見を踏まえて改めて検討を深め、実施基準（案）

に反映できるものは積極的に反映し、大きく５か所を修正しました。ご

意見に対するＮＨＫの考え方の説明もできる限り丁寧に行うことを心掛

けました。 

総務大臣への認可申請にあたっては、実施基準（案）とあわせて、放

送法施行規則の規定により、「インターネット活用業務の実施に要する

費用に関する事項の算定根拠」と「その他の参考となるべき事項を記載

した書類」の添付が求められています。総務大臣が実施基準の認可の可

否を審査する際、記載内容の適正性・合理性を判断することが必要なた

め、提出が求められるものです。 

 「インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根

拠」について説明します。こちらには、実施基準（案）で定めた「基本

的業務」や「放送法上の努力義務に係る取り組み」など、それぞれの費

用上限を定めた根拠を示しています。 

 「基本的業務」（常時同時配信等業務と既存業務）を例にすると、「ア 

費用の上限」は、各年度の受信料収入の２.５％であること、「イ 計上

する費用」では、実施費用に加えて、給与や共通管理費、減価償却費を

計上すること、「ウ 費用の上限設定の考え方」では、抑制的な管理に努

めることや、少なくとも年１回業務の見直しを行うこと、上限を受信料
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収入に対する比率で設定することとした理由などを記載しています。そ

して、「エ 金額の根拠」では、どのような想定に基づいて費用を試算し

たかを記したうえで、「常時同時配信等業務」「上記以外の業務」（既存

業務）それぞれについて、年度ごとの「コンテンツ制作関連費」や「配

信関連費」などの試算額を内訳も含めて示しています。これらの金額は、

現時点での試算であり、実際の実施予定額は、技術の進展等を受けたよ

り効率的な実施方法の選択や更なる費用削減努力を進めるとともに、Ｎ

ＨＫの役割や社会的要請等を踏まえた新規の取り組みの必要性等を総合

的に勘案したうえで、各年度の収支の全体状況の中で、予算・事業計画

において決定し、実施計画において公表することとしています。同様に、

「放送法上の努力義務に係る取り組み」「ユニバーサル・サービスへの取

り組み」など、４つの「公益性の観点から積極的な実施が求められる業

務」についても、それぞれの費用の上限の設定根拠を説明しています。 

次に、「その他の参考となるべき事項を記載した書類」について説明し

ます。「認可に関するガイドライン」で、収支の見通し（有料業務につい

ては累積収支の見通しを含む）を記載した書類の提出が求められている

ことに伴うもので、令和２年度の一般勘定の収支の見込みや、令和５年

度までの有料インターネット活用業務勘定の収支の見込み等を記載して

提出します。常時同時配信とあわせて見逃し番組配信を実施することに

伴うＮＨＫオンデマンドサービスの見直し、これにともなう収支の見込

みを試算しています。 

これらの資料は、ＮＨＫが外部公表するほか、総務省が実施基準の認

可にあたって実施するパブリックコメントでも添付される見通しです。 

 このほか、認可の審査の過程において、追加的に資料の提出を求めら

れる場合があります。 

 本件が了承されれば、本日開催の第１３３８回経営委員会に議決事項

として提出し、経営委員会の議決が得られれば、総務大臣に認可申請を

行います。 

 

（会 長）   執行部として、真摯に検討を重ねてきた内容です。ご

意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日の経

営委員会に諮ります。 
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（２）特定失踪者問題調査会による八俣送信所の送信設備等の使用の期

間延長について 

（技術局） 

ＫＤＤＩが所有し、ＮＨＫが包括的使用権を有する八俣送信所（茨城

県古河市）の送信設備等については、特定失踪者問題調査会（以下、「調

査会」）の行う北朝鮮拉致被害者向け短波送信「しおかぜ」のために、

２００７年３月２６日から２０１９年１０月２７日までの１２年にわた

って使用を認めてきました。引き続き、２０２０年３月２９日までの使

用を認めることとしたいので、審議をお願いします。 
送信設備等を「しおかぜ」に使用させることについては、毎年３月と

１０月、国際的に周波数の変更が行われる時期に、ＮＨＫ、ＫＤＤＩ、

調査会の３者の合意に基づいて、使用期間を延長することによって、こ

れを認めてきました。このほど調査会より、あらためて２０１９年度後

期についても、送信設備等を使用させてほしいとの申し出がありました。

ＮＨＫの業務に支障はなく、費用負担等も生じないことが確認されたこ

とから、人道上の見地から可能な範囲での協力として、これまでと同様

に使用を認めたいと思います。 
万一、ＮＨＫの業務に支障があるときは、３者で締結した確認書に基

づき、ＮＨＫはいつでも調査会の短波送信の停止を求めることが可能で

す。これを担保するための覚書を、あらためて３者で締結することとし

ます。 
 
（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 

２ 報告事項 

（１）考査報告 

（考査室） 

２０１９年９月１日から１０月６日までの間に放送した、ニュースと

番組について考査した内容を報告します。 
この期間に、国内放送番組では、ニュース１８項目、番組６５本の考

査を実施しました。 
 ニュースの主な項目として、関西電力の会長や社長など経営幹部ら２

０人が、自社の原発がある福井県高浜町の元助役から総額３億２,０００
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万円に上る金品を受け取っていたこと、消費税率が１０％に引き上げら

れ、増税による収入は５兆７,０００億円程度になる見込みで、半分は社

会保障の充実に充て、もう半分は財政の健全化に使われること、台風１

５号の影響で千葉県では最大６４万戸が停電し、２週間たっても全面復

旧せず、熱中症と見られる死者が出たほか、暮らしや地域経済に深刻な

影響が続いていること、横浜市の京急線の踏切で、高速で走行していた

電車が立往生した大型トラックと衝突して脱線し、トラックの運転手が

死亡し、乗客など３５人がけがをしたことなどがありました。 
 番組では、わずか３日間で展示中止となった「あいちトリエンナーレ」

の企画展「表現の不自由展・その後」について、中止に至った経緯とそ

の波紋を追った「クローズアップ現代＋（プラス） 『表現の不自由展・

その後』中止の波紋」（総合・９月５日放送）、福島第一原発の事故を

めぐり、東京地裁で東京電力の旧経営陣が無罪となった刑事裁判で、な

ぜ津波対策が進められてこなかったのか、法廷での証言と独自取材で明

らかになった新事実に迫った「クローズアップ現代＋（プラス） 東電

裁判 見えてきた新事実」（総合・９月１９日放送）、福島県内の除染

作業で出た“原発事故のゴミ”を集め仮置きする「中間貯蔵施設」の建

設が原発周辺の大熊町などで進められるなか、先祖代々の生活の痕跡が

跡形もなく消え去るという厳しい現実に向き合う地権者たちの姿を見つ

めた「ＥＴＶ特集 “中間貯蔵施設”に消えるふるさと～福島 原発の

町で何が～」（Ｅテレ・９月１４日放送）、被差別部落に生まれた人や

その家族・友人の人生をたどる写真展の被写体になった人たちの思いを

伝える「目撃！にっぽん 私たちのものがたり～いま“部落”を生きる

～」（総合・９月２２日放送）などを考査しました。 
 地域番組では、２０１９年３月に岩手県南部の盛駅から北部の久慈駅

まで、１６３キロが全線開通した三陸鉄道リアス線をお座敷列車で全線

縦断の旅をした「サンテツがゆく」（総合・東北ブロック・８月１６日

放送）、リニア中央新幹線の工事が進む長野県の伊那谷で、開業に向け

ての期待や不安の声、工事で生じる課題を取材した「知るしん 信州発 

リニア新幹線と向き合う！」（総合・長野県域・９月１３日放送）など

の番組を考査しました。 
 また、国際放送「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」では、ニュース４項

目と番組３本の考査を実施しました。 
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 若者たちが気候変動への危機感を訴えるなか、国連気候行動サミッ

トで多くの国が温室効果ガス排出削減を表明したが、大排出国は具体策

を示さなかったことを伝えた「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」（日本時間９月２１

日・２４日放送）ほか、大都市・東京で耳を澄ますと聞こえてくるさま

ざまな音の魅力に迫った「ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ２０２０ Ｔｈｅ Ｓｏｕ

ｎｄｓｃａｐｅｓ ｏｆ Ｔｏｋｙｏ」（日本時間９月１８日放送）など

です。 
考査の結果、これらの一連のニュース・番組は、放送法、国内番組基

準、国際番組基準等に照らし、妥当であったと判断します。 
 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

２０１９年１０月２９日 

 

会 長  上 田 良 一  

 

 


